
●労働弁護団からの報告
●野党4党国会議員の発言
●上西充子教授による国会
審議状況の解説
●東京過労死を考える家族
の会の発言
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安倍政権は、高度プロフェッショナル制度（高プロ）を含む「働き方改革」
一括法案につき、６月２８日（木）にも採決を狙っています。
高プロは、対象労働者を労働時間法制の保護から除外し、また使用者には対

象労働者に対する残業代の支払いを免除する「定額働かせ放題」の法案である
ため、長時間労働是正のための制度と言えないどころか、むしろ長時間労働を
促進させる「過労死促進法」です。
国会での審議は、厚労大臣などの「ご飯論法」のゴマカシ答弁により、全く

十分な議論になっていません。また、審議を重ねれば重ねるほど、法案の問題
点が浮き彫りになり、さらには、労働者のニーズという立法事実すらないこと
が明らかになっています。
このような政府与党の姿勢はもとより、高プロ制導入を含めた一括法案に断

固反対するため、新橋駅SL広場において緊急行動を実施します。ぜひみなさん、
発言者の声に耳を傾けていただき、働く者の声を上げましょう！


